
【別紙９】

＜参照条文＞

● 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成二十八年十一月二十八日

法律第八十九号）（抄）

（認定の欠格事由）

第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。

一～八（略）

九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく

不当な行為をした者

十～十三（略）

（認定の取消し等）

第十六条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認

定を取り消すことができる。

一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

二（略）

三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

四～六（略）

七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

２ 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による実習認定の取消しをした場合には、

その旨を公示しなければならない。

（許可の基準等）

第二十五条 主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、その申請者が次の各

号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

一（略）

二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有する

ものであること。

三～八（略）

２・３（略）

（許可の取消し等）

第三十七条 主務大臣は、監理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、監理許可を取り消すこと

ができる。

一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

二～五（略）



２・３（略）

４ 主務大臣は、第一項の規定による監理許可の取消し、第二項の規定による監理許可の変更又は前項

の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

（認定計画に従った実習監理等）

第三十九条

１・２（略）

３ 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の

実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。


